
徳島県生活交通協議会設置規程

（名称）

第１条 この協議会は，徳島県生活交通協議会（以下「協議会」という。）とい

う。

（目的）

第２条 協議会は，生活交通の確保を図ることを目的とする。

（事業）

第３条 協議会は，第２条の目的を達成するため，次の事業を行う。

(1) 生活交通の確保に関する地域における枠組みづくり

(2) 具体的な生活交通の確保に関する計画の策定についての調整

(3) 地域間幹線系統の確保維持に関する事項

(4) その他生活交通の確保のために必要な事項

（構成及び組織）

第４条 協議会は，徳島県，四国運輸局，徳島県市長会，徳島県町村会及び一般

社団法人徳島県バス協会により構成する。

２ 協議会の下に，前条各号に係る協議（第８条第２項に該当するものは除く。）

を行うため，幹事会を置く。

３ 協議会の下に，協議会の協議・調整を円滑に行うため，ブロック協議会を置

く。

（役員）

第５条 協議会に，次の役員を置く。

会 長 １名

副会長 １名

２ 会長は徳島県県土整備部次長を，副会長は四国運輸局徳島運輸支局次長をも

って充てる。

３ 会長は協議会を代表し，会務を総理し，協議会を招集する。

４ 会長に事故等があるときは，副会長がその職務を行う。

（路線からの退出等に係る申出）

第６条 県内の一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合事業者」という。)は，

その運行する生活路線から退出等をしようとする場合において，道路運送法に

定める届出に先立ち，協議会にその旨を申し出なければならない。

２ 会長は，前項の規定に基づく申出を受けた場合，速やかにブロック協議会に

付議するものとする。

（幹事会）

第７条 幹事会は，徳島県，四国運輸局，徳島県市長会，徳島県町村会及び一般

社団法人徳島県バス協会，各ブロック協議会の中から，会長が委員を指名する。

２ 幹事会の長（以下「幹事長」という。）は，県の公共交通主管課長をもって

充てることとし，幹事長は幹事会を招集する。

３ 幹事会は，会長の指示するところにより第３条各号の事業について協議を行



い，その結果を協議会に報告するものとする。

４ 幹事会は，調査等の事業を行うために必要と認める場合は，その下に作業部

会を置くことができる。

５ 作業部会の構成員は，幹事会において定める。

（ブロック協議会）

第８条 ブロック協議会での協議の結果は，協議会での協議の結果とみなす。た

だし，ブロック協議会はその協議の結果を遅滞なく会長に報告し，会長は直近

に開催される協議会において，その内容を構成員に報告するものとする。

２ ブロック協議会は，第３条第２号に掲げる事業のうち，第６条第１項に定め

る申出の他，乗合事業者が運行する生活交通路線（路線定期運行に係るものに

限る）の運行計画の変更に係る協議を行うため，個別路線対策検討会（以下「検

討会」という。）を置く。

３ ブロック協議会及び検討会に関することは別に定める。

（関係者の意見聴取）

第９条 会長は，協議会，幹事会又はブロック協議会での協議に必要な場合，利

用者等関係者の出席を求め，その意見を聴くことができる。

（協議結果の尊重）

第 10 条 協議会及びブロック協議会の参加者は，両会の協議結果を尊重しなけ

ればならない。

（透明性の確保）

第 11 条 協議会は，原則として公開とする。ただし，会長が公開することが適

当でないと判断する事項について協議等を行う場合は，非公開とすることがで

きる。

（事務局及び経費）

第 12条 協議会の事務局は県の公共交通主管課に置く。

２ 事務局に事務局長，その他の職員をおき，事務局長には県の公共交通主管課

長をもって充てる。

３ 協議会の運営に要する経費は，事務局が負担する。

４ 第３条第３号に必要な負担については別に定める。

（その他）

第 13条 以上のほか，協議会の運営に必要な事項は会長が定める。

附 則

この規程は，平成１３年３月３０日から施行する。

附 則

この規程は，平成１４年１月１７日から施行する。

附 則

この規程は，平成１５年６月２７日から施行する。



附 則

この規程は，平成１６年３月１９日から施行する。

附 則

この規程は，平成１９年８月２８日から施行する。

附 則

この規程は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２１年１２月１８日から施行する。

附 則

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２７年５月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，令和４年６月１４日から施行する。

附 則

この規程は，令和５年６月１日から施行する。

役員

会 長 徳島県県土整備部次長

副会長 四国運輸局徳島運輸支局次長

構成員 四国運輸局自動車交通部長

構成員 徳島県市長会会長

構成員 徳島県町村会会長

構成員 一般社団法人徳島県バス協会会長


